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（睦月） JANUARY

1日・元旦　8日・成人の日

1月はお酒を飲む機会が多く、飲みすぎに
注意したいところですが、国税庁の平成16年
度分都道府県別酒類販売（消費）状況による
と、成人1人当たり年間消費数量の上位は、
東京が120.4㍑でトップ、2位が高知の109.2㍑
で、以下、大阪、新潟、秋田の順。ちなみに
全国平均は88.5㍑となっています。
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国　税／給与所得者の扶養控除等申告書の提出

本年最初の給与支払日の前日

国　税／12月分源泉所得税の納付（納期の特例を

受けている事業所は7～12月分） 1月10日

上記の納期の特例適用者で、納期限の特例

に関する届出書を提出している場合 1月22日

国　税／報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出

1月31日

国　税／源泉徴収票の交付、提出 1月31日

国　税／11月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／5月決算法人の中間申告 1月31日

国　税／2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月31日

地方税／固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日

地方税／給与支払報告書の提出 1月31日
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日 月 火 水 木 金 土
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昨年の５月に施行された

「会社法」により、従来の商

法が定めていた内容が大幅に

変更されました。今回は会社

の設立についての変更点を記

します。

■■１ 最低資本金制度の廃止

新会社法では、株式会社の

設立に際して、最低資本金制

度が撤廃され「１円からの設

立」が可能となりました。

■■２ 債権者保護との関係

上記のとおり、債権者保護

のための最低資本金制度が撤

廃されましたので、その弊害

が生じないように、今後は法

人格の濫用の法理や取締役の

第三者に対する責任といった

別の制度を積極的に活用し

て、債権者を保護することが

考えられています。

■■３ 現物出資・財産引受

会社設立時の現物出資、財

産引受けについて検査役の調

査が不要となる範囲が拡大さ

れるとともに、関係者の責任

が軽減されました。
a 検査役の調査が不要とな

る場合

① 少額財産の特例：現物

出資はその目的となる財

産の総額が500万円以下

であること。

② 有価証券の特例：現物

出資の有価証券について

は、従来は「取引所の相

場のある有価証券」でし

たが、「市場価格のある

有価証券」に範囲が拡大

されました。
s 現物出資等に関する関係

者の責任

設立時の取締役、発起人は、

現物出資の目的財産の価額を

補填する責任について、従来

は無過失責任を負っていまし

たが、新会社法では発起設立

の場合は過失責任へと責任が

軽減されました。なお、募集

設立については従来どおり無

過失責任を負うことになって

います。

■■４ 事後設立

事後設立とは会社成立後２

年以内に、会社成立前より存

在する営業用の財産を、資本

の20％以上にあたる対価で取

得する契約を締結することで

す。事後設立については、株

主総会の特別決議が必要で

す。
a 検査役の調査制度の廃止

事後設立に際して、従来あ

った、裁判所の選任した検査

役の調査制度は廃止されまし

た。
s 事後設立規制の適用範囲

株主総会の特別決議が必要

な営業用財産の規模が資本の

５％以上から20％以上に緩和

されました。

■■５ その他の設立関係

a 払込取扱機関

従来、設立登記に際して、

銀行または信託会社による払

込金の保管証明を受ける必要

がありましたが、新会社法で

は発起設立の場合は残高証明

等でよいことになりました。

募集設立の場合は従来と同様

となります。
s 設立時の定款記載事項

定款の記載事項が、新会社

法により下表のように変わり

ました。

1月号 2

株式会社の設立に際して出資すべ

き額またはその下限額を記載 

会社の設立に際して発行する株式

の総数を記載 
株式数、出資額に関する事項 

株式会社設立に際して発行する株

式の種類・数・割当てに関する事項 

会社の設立に際して発行する株式

の種類・数 

定款または発起人全員の同意を

もって決定する事項 

株式の引受後設立時でも可能 定款作成時 発行株式総数の決定時期 

任意的記載事項 絶対的記載事項 公告の方法 

募集設立：創立総会の決議 

発起設立：定款または引き受けた

株式の議決権の過半数 

募集設立：創立総会の決議 

発起設立：引き受けた株式の議決

権の過半数 

設立時の取締役等の選任方法 

旧　法 新  会  社  法 

会 社 法 

会 社 の 設 立  

新 による 

変 更 の ポ イ ン ト 



3 1月号

会社と雇用関係にある者

が、会社の事業の執行につき

第三者に損害を与えた場合に

は、会社は責任を負わなけれ

ばなりません。これを使用者

責任といいますが、どのよう

な場合に使用者責任を問われ

るのでしょうか。

第一に「ある事業のために

他人を使用すること」を必要

とします。その使用関係は、

必ずしも有効な雇用関係にあ

ることを要しません。事実上

ある仕事をさせる関係があれ

ば十分です。ただし、少なく

とも使用者の選任・監督・指

揮命令に服するような関係に

なければなりません。

第二に、被用者が「その事

業の執行につき」なしたもの

であることが必要です。

第三に、被用者が第三者に

損害を加えることが必要とな

ります。

以上の使用者責任は、使用

者が被用者の選任及びその事

業の監督につき相当の注意を

払ったことを立証したときに

限りその責任が免責されます

が、実際は大変困難です。

会社の部長・課長などの幹

部社員は、代表取締役などの

ような会社の機関とは異なり、

単に会社と雇用関係にある一

使用人に過ぎませんが、ある

程度、包括的な代理権を有す

ることから、部課長の行為は

会社にその効力を及ぼしま

す。それは原則として契約・取

引に関する行為に限ります

が、事業の執行につき第三者

に損害を与えた場合にも会社

はその使用者として損害を賠

償しなければなりません。

では次に、幹部社員の行為

と会社の使用者責任につい

て、どのような場合があるの

か見てみたいと思います。

１ 越権行為の場合

まず部課長が会社の内規に

反し、与えられた権限を越え

てなした行為はどうなるので

しょう。

例えば、Ａ会社では営業部

長の裁量による一回の取引額

は３千万円までと定められて

いるにもかかわらず、勝手に

１億円の取引をしてしまった

ような場合です。このような

場合、３千万円までは有効で、

それ以上の額については無効

だとしたら、迅速な商取引は

期待できなくなってしまうで

しょう。

そこで法律は、会社内部で

部長らの権限を制限しても、

それを知らない取引先（善意

の第三者）に対してはその旨

の主張をすることはできない

と定めています。

２ 権限外の行為の場合

次に、部課長が全く権限外

の行為をした場合はどうでし

ょうか。

例えば、営業部長が無断で

経理課に立ち入り、手形用

紙・ゴム印・代表者印を盗用

して会社振出し名義の手形を

発行してしまったような場合

です。このような権限外の行

為についても使用者責任が問

われます。

３ 権限を濫用した場合

自己の利益を図るためにそ

の代理権を濫用した場合に

は、相手方がそのことを知り、

または知ることができる可能

性があった場合に限り、会社

はその行為の責任を負わない

ことになっています。

◎部長や課長の法律上の地位

部課長といっても、大企業

と中小企業とではその職務権

限を異にするでしょうし、ま

た、部課長の肩書きから、法

律上、当然になんらかの対外

的な権限が与えられていると

いうわけではありません。

しかし、一般的には、部

長・課長が、人事・総務・経

理・業務・営業の各部の委任

を受け、そのつど会社から特

別の授権なくしても活動でき

る権限を与えられています。

そのように考えると、部課長

は商法の規定により、ある種

類または委任を受けた特定の

事項については「一切の裁判

外の行為」を為すことができ

ることになります。

例えば、不動産会社でいえ

ば、土地の売買に限らず、土

地購入資金の借入のように、

営業目的を達成するために必

要な行為を広く為すことがで

きます。このことから、部課

長の法律上の地位は、会社業

務のある事項につき、部分的

ではあるが包括的な代理権を

有する商業使用人ということ

になります。
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1月号 4

バ
ブ
ル
崩
壊
前
の
日
本
で
は
、
終
身

雇
用
制
が
君
臨
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の

終
身
雇
用
制
と
そ
れ
に
伴
う
人
々
の
強

い
忠
誠
心
に
よ
り
、
「
こ
の
こ
と
は

誰
々
に
聞
け
ば
よ
い
」
な
ど
、
人
中
心

の
知
の
集
積
が
成
り
立
っ
て
い
ま
し

た
。
つ
ま
り
、
知
は
人
と
共
に
あ
り
、

組
織
は
そ
の
人
を
囲
う
こ
と
で
知
を
保

有
す
る
こ
と
が
可
能
で
し
た
。

し
か
し
、
不
況
が
長
期
化
し
、
早
期

退
職
、
出
向
、
派
遣
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
形
で
労
働
力
の
流
動
化
が
進
み
、
そ

の
影
響
で
組
織
に
対
す
る
忠
誠
心
は
薄

く
な
り
、
転
職
が
気
軽
に
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
知
を

持
つ
人
を
囲
い
込
む
こ
と
で
組
織
を
守

っ
て
き
た
日
本
の
組
織
が
、
知
を
ど
ん

ど
ん
失
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

契
約
社
会
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
人
は

い
つ
動
く
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
前
提

で
組
織
が
機
能
し
て
い
る
の
で
、
人
の

知
は
組
織
の
も
の
と
し
て
吸
い
上
げ
て

蓄
積
す
る
仕
組
み
を
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら

運
用
し
て
い
ま
す
。

終
身
雇
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集
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セレンディピティ

「偶然をとらえて幸運に変える力」を『セ

レンディピティ』といいます。大きな成功を

収めた人たちのもとには、どういうわけか、

このセレンディピティが訪れています。作家

ウォルポールは、おとぎ話『セレンディップ

（セイロン）の三人の王子』を読んで感銘し、

それから「偶然による大発見をセレンディピ

ティと呼ぶことにしよう」と友人に提案、友

人がこの造語を広めて、セレンディピティと

いう言葉が普及するようになったといわれて

います。

「電気を通すプラスチック」を発明した白

川英樹先生がノーベル化学賞を受賞したとき、

選考委員長がセレンディピティという言葉を

用いて業績を称えたそうです。この発明の過

程で「幸運な偶然」が関係していたというの

です。

第一の偶然は、この研究は大学の卒業研究

をくじ引きで決めることになり、希望したも

のが当らなかった結果、仕方なく選んだもの

だったこと。第二は、研究助手の韓国人留学

生が実験を間違えて、偶然にできた失敗作の

「銀色のフィルム」が「電気を通すプラスチッ

ク」だったこと。もう一つの偶然は、有機結

晶を使って電気を通す物体の研究を行ったア

ラン・マクダイアミッド教授（白川先生と共

同でノーベル賞を受賞）が講演で東京を訪れ

た際に、たまたまこの「銀色のフィルム」を

見てすぐにその重要性を理解し、共同研究を

申し出て、これがきっかけで白川先生は渡米

し成功につながったことです。

ノーベルは不安定な液体爆弾を安定化させ

ようと苦労を重ねましたが、なかなか成功し

ませんでした。ところがある日、ニトログリ

セリンの保存容器に穴があいて、そこから漏

れたニトログリセリンが固まっているのに気

づきました。容器の周囲にあった珪藻土が安

定剤として機能していたのです。これがダイ

ナマイトの製造法へのきっかけとなりました。

失敗のあとからセレンディピティはやって

くるようです。

アメリカで、脳の老化を防ぎ、脳を活性化
できるという方法が話題になり、高齢者たち
の関心を集めています。
この種の記憶力を高める、脳の老化を防ぐ

という方法は数多く提唱されてきましたが、
本当に効果があるという実証がなかなかでき
ません。
アメリカの研究者は1990年代、脳は柔軟

であり、年をとっても学習効果が認められる
という研究発表を行い、一躍注目を浴びまし
た。
任天堂は、学説はともかく、これはビジネ

スになると判断し、東北大学の川島隆太教授
の指導のもとにゲーム機を使った脳活性化の
ソフトを開発しました。川島教授は、簡単な
メンタル・トレーニングを続けることによ
り、脳の若さを保てると主張しています。
任天堂北米販売総責任者は、われわれのビ

ジネスはエンターテインメントだと割り切っ
ているそうです。

ヒット商品


